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１．基本的な考え方 

沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展のために 

 「沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振
興計画）」（平成24年5月15日沖縄県知
事策定） 

 

 「沖縄振興特別措置法」（同法の一部
を改正する法律平成24年4月1日施行） 

 「沖縄振興基本方針」（平成24年5月11
日内閣総理大臣決定） 

 

新たな沖縄振興策 

～新たな沖縄振興策が展開される２年目であり、政策金融機能のなお一層の発揮が求められる～ 

国や沖縄県の沖縄振興策に 

沿った政策金融機能の発揮 
セーフティネット機能の発揮 

沖縄公庫 
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２．事業計画、資金計画の概要 

（１）事業計画 

区     分 
平成24年度 

当初計画額Ａ 

平成25年度 

当初計画額Ｂ 

増減額 

Ｂ－Ａ 

増減率 

（Ｂ－Ａ）／Ａ 

１．事業計画 

 貸付 １４２，０００ １４２，０００ － － 

  産業開発資金 ５１，０００ ５１，０００ － － 

  中小企業等資金 ６８，０００ ６８，０００ － － 

  住宅資金 ９，０００ ９，０００ － － 

  農林漁業資金 ５，０００ ５，０００ － － 

  医療資金 ４，０００ ４，０００ － － 

  生活衛生資金 ５，０００ ５，０００ － － 

 企業等に対する出資 ７００ ５００ ▲２００ ▲２８．６ 

 新事業創出促進出資 ３００ ３００ － － 

合        計 １４３，０００ １４２，８００ ▲２００ ▲０．１ 

（単位：百万円、％） 
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区     分 
平成24年度 

当初計画額Ａ 

平成25年度 

当初計画額Ｂ 

増減額 

Ｂ－Ａ 

増減率 

（Ｂ－Ａ）／Ａ 

２．資金交付計画 １１５，４７５ １１４，９３０ ▲５４５ ▲０．５ 

 原資の内訳 

   一般会計出資金（※） － ６００  ６００ 皆増 

   産業投資出資金 ７００ ５００ ▲２００ ▲２８．６ 

   財政融資資金借入金 ８２，５００ ８５，５００ ３，０００ ３．６ 

   財投機関債 ２０，０００ １０，０００ ▲１０，０００ ▲５０．０ 

   回収金等 １２，２７５ １８，３３０ ６，０５５ ４９．３ 

（単位：百万円、％） 

（２）資金計画 

（※）新事業創出促進出資の財源として、一般会計から６億円の出資金を確保。 

   なお、２４年度補正予算において、同出資の財源として９億円を措置。 
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３．独自制度の創設・拡充等 

 （１） 新制度の創設 
   「駐留軍用地跡地開発促進貸付(仮称)」 

     

    

  

  
  

 
 

   

対象資金及び資金使途 

  

【対象資金】  産業開発資金、中小企業資金、生業資金 

 

【資金使途】  建築物 （商業施設、事務所、医療・福祉施設、 

 教育施設、文化・スポーツ・エンターテイメント施設、
 物流関連施設、その他駐留軍用地跡地の有効利用
 に資する施設等） の整備事業 

 土地の造成事業（産業開発資金） 

       ※（SACO）最終報告以降返還された跡地の整備計画 

         区域内における面積要件（延床面積5,000㎡以上） 

         の撤廃 

⇒①駐留軍用地跡地関係市町村における 

   建築物の整備事業（延床面積5,000㎡以上） 

  ②（SACO）最終報告以降返還された駐留 

       軍用地跡地における建築物の整備事業 
  
  ①及び②の使途に対し、貸付条件を優遇 

  駐留軍用地跡地開発促進貸付（仮称）を創設し、沖縄の駐留軍用地跡地における多様な民間投資を幅広く対象とす
ることにより跡地開発の一層の促進を図る。 

 駐留軍用地跡地の開発促進支援 

【キャンプ桑江 桑江伊平土地区画整備事業 】  （出所：北谷町HP） 



（参考）ＳＡＣＯ最終報告等において返還合意等された米軍施設 

5 出所：内閣府沖縄振興局HP 
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（２） 既存制度の拡充 
     

  ①「沖縄環境・エネルギー対策貸付」 （産業開発資金） 

   ⇒貸付対象に「再生可能エネルギーを導入する施設を取得する 

ために必要な資金」を追加 
クリーンエネルギーの普及を促進するため、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス、 

温度差エネルギー、小水力、太陽熱)を導入する施設を取得するために必要な資金を追加 

         
  ②「沖縄農林畜水産物等起業化支援資金」（農林漁業資金） 
   ⇒貸付金額の限度及び据置期間を拡充し、農林畜水産物等の 

    活用による起業化の取組みを支援 
沖縄の農林畜水産物等を用いた製品の開発や品種改良をより一層支援するため、 

貸付限度額を「８百万円」から「４８百万円」、据置期間を「３年以内」から「５年以内」へ拡充 
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 （３） 既存制度の延長 
 

  ①「国際物流拠点産業集積地域等特定地域振興資金貸付 
        の担保特例」（産業開発資金・中小企業資金） 
    ⇒国際物流拠点関連施策に基づく事業者への支援 

  ②「沖縄中小企業経営基盤強化資金貸付」                      

    （中小企業資金・生業資金） 
    ⇒中小企業の経営革新を支援 

  ③「沖縄雇用・経営基盤強化資金貸付」 

    （生業資金） 
    ⇒沖縄県や商工会議所等と連携し、 

      企業の経営基盤強化等を支援 

  ④「沖縄人材育成資金貸付」 （教育資金） 
    ⇒沖縄の未来を担う人材の育成を支援 
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４．その他融資制度の充実・改善状況 

  ㈱日本政策金融公庫等において措置する制度拡 

  充で、当公庫の業務範囲に対応するものについて 

  は、同様の拡充を措置 
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○独自制度の拡充  
 ・平成24年度経済対策（11月30日閣議決定）関連 
  ＜平成25年1月1日実施＞ 

    (1)「沖縄創業者等支援貸付」 （中小企業資金、生業資金） 
＜平成25年度予算要求事項＞ 

    ⇒貸付対象を新規開業して概ね「５年以内」から「７年以内」に拡充し、 

      生業資金における第三者保証人不要の要件を追加 

   (2)「おきなわブランド振興資金」 （農林漁業資金） 
＜平成25年度予算要求事項＞ 

      ⇒資金使途に「家畜の購入又は育成」を追加  

  

○本土並び制度の拡充 

 ・㈱日本政策金融公庫等において措置する制度拡充については、 

  同様の拡充を措置 

５．２４年度経済対策における貸付制度拡充 


